
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

「
ア
コ
ー
ル
」（
明
保
野
町
）

で
市
民
企
画
講
座

1
働
く
環
境
に
お
け
る
男
女
共

同
参
画
の
現
状
と
改
革

▽
日
時　

１
月
19
日（
金
）午
後

１
時
30
時
～
３
時
。

▽
内
容　
末
廣
啓
子
さ
ん
（
宇

都
宮
大
学
教
授
）
に
よ
る
、
働

く
環
境
を
取
り
巻
く
男
女
共
同

参
画
の
現
状
に
つ
い
て
の
講
話
。

2
男
女
が
共
に
つ
く
る
　
消
費

者
市
民
社
会

▽
日
時　

１
月
20
日（
土
）午
後

１
時
30
分
～
３
時
30
分
。

▽
内
容　
市
消
費
者
友
の
会
と

か
わ
ち
消
費
者
友
の
会
に
よ
る
、 

人
と
社
会
、
地
球
環
境
の
こ
と

を
考
慮
し
て
作
ら
れ
た
も
の
を

購
入
・
消
費
す
る
考
え
方
「
エ

シ
カ
ル
消
費
」
に
つ
い
て
考
え

る
講
座
。
エ
シ
カ
ル
商
品
を
囲

ん
で
の
お
茶
会
。

▽
費
用　
100
円
（
飲
食
代
）。

3
女
性
も
男
性
も
社
会
に
お
い

て
こ
れ
か
ら
の
輝
く
生
き
方

▽
日
時　

１
月
23
日（
火
）午
後

１
時
30
分
～
３
時
。

▽
内
容　
松
永
典
子
さ
ん
（
帝

京
大
学
理
工
学
部
講
師
）
に
よ

る
、
誰
も
が
健
康
で
安
全
に
安

心
し
て
生
き
る
た
め
に
つ
い
て

の
講
話
。

■
対
象　
市
内
に
在
住
か
通
勤

し
て
い
る
人
。

■
定
員　
各
先
着
40
人
。

■
申
込　
１
月
５
日
～
各
開
催

日
前
日
ま
で
に
、
電
話
ま
た
は 

フ
ァ
ク
ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
（
講
座

名
・
氏
名
・
ふ
り
が
な
・
電
話 

番
号
・
年
齢
を
明
記
）
で
、
男 

女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー 

「
ア
コ
ー
ル
」
☎（
636
）４
０
７ 

５
、
（
636
）４
０
７
９
、

u18 
100201@

city.utsunom
i 

ya.tochigi.jp

へ
。

中
央
卸
売
市
場

出
張
講
座

1
郷
土
料
理
し

も
つ
か
れ
に
挑

戦▽
日
時　

１
月

18
日（
木
）午
前

10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
30
分

～
３
時
30
分
の
２
回
。

▽
会
場　
国
本
（
宝
木
本
町
）。

▽
内
容　
郷
土
料
理
し
も
つ
か

れ
の
調
理
実
習
。

2
プ
ロ
か
ら
学
ぼ
う
魚
の
さ
ば

き
方
講
座

▽
日
時　

１
月
23
日（
火
）午
後

２
時
～
４
時
。

▽
会
場　
横
川
（
屋
板
町
）。

▽
内
容　
旬
の
魚
の
さ
ば
き
方

の
実
習
と
試
食
。

■
対
象　
市
内
に
在
住
か
通
勤

し
て
い
る
人
。
子
ど
も
同
伴
不

可
。

■
定
員　
1
各
先
着
16
人
2
先

着
16
人
。

■
費
用　
１
０
０
０
円
（
材
料

費
な
ど
）。

■
申
込　
1
１
月
５
日
2
１
月

９
日
午
前
９
時
か
ら
、電
話
で
、 

中
央
卸
売
市
場
☎（
637
）６
０
４ 

２
へ
。都

市
計
画
の
案
を

縦
覧
し
ま
す

■
都
市
計
画
の
案　
①
都
市
計

画
地
区
計
画
の
変
更
（
河
内
町

奈
坪
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
）
② 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更

（
宇
都
宮
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
セ
ン

タ
ー
地
区
計
画
）
③
都
市
計
画

地
区
計
画
の
変
更
（
宇
都
宮
イ

ン
タ
ー
パ
ー
ク
地
区
計
画
）
④ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更

（
陽
東
ベ
ル
モ
ー
ル
地
区
計
画
）。 

な
お
、
変
更
の
内
容
は
、
都
市

計
画
法
お
よ
び
建
築
基
準
法
の

改
正
に
伴
う
記
載
事
項
の
変
更

で
あ
り
、
民
有
地
に
お
け
る
制

限
に
つ
い
て
の
変
更
は
あ
り
ま

せ
ん
。

■
縦
覧

▽
縦
覧
期
間　
１
月
９
～
23
日
。 

た
だ
し
、
土
・
日
曜
日
、
祝
休

日
を
除
く
。

▽
縦
覧
場
所　
都
市
計
画
課（
市 

役
所
11
階
）。

■
そ
の
他　
こ
れ
ら
の
案
に
意

見
が
あ
る
人
は
、縦
覧
期
間
中
、

直
接
ま
た
は
送
付
で
、
〒
320‐

8540
市
役
所
都
市
計
画
課
へ
市
長

宛
て
に
意
見
書
を
提
出
し
て
く

◎パブリックコメントの問い合わせ先　5〒321‐0974 竹林町 972、保健所健康増進課☎（626）1128、
（627）9244、 u19070500@city.utsunomiya.tochigi.jp6〒320‐8540 市役所産業政策課☎（632）

2442、（632）2447、 u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp7〒320‐8540 市役所観光交流課☎（632）
2436、 （632）5420、 kanko@city.utsunomiya.tochigi.jp8〒320‐8540 市役所都市計画課☎（63
2）2565、 （632）5421、 u1201@city.utsunomiya.tochigi.jp へ。

教
室
・
講
座

お
知
ら
せ

自動交付機・バンバ出張所、
パスポートセンターの
業務などを休止します

　市役所本庁舎の電気設備点検な
どにより、次の業務を休止します。
■期日　１月 27 日（土）。
1バンバ （馬場通り４丁目・
５階）の業務休止
問バンバ ☎（616）1542
■期日　２月３日（土）。
1全ての自動交付機を休止
▽設置場所　市役所本庁舎正面玄
関内、富屋 （徳次郎町）・雀宮  

（新富町）。
問市民課☎（632）2265
2バンバ ・パスポートセンター
（馬場通り４丁目・ ５階）の業務
休止
問バンバ ☎（616）1542、パスポ
ートセンター☎（616）1544

市税の滞納処分による
差押財産をインターネットで公売

▽公売参加申込期間　１月10日午後１時～１月23日午後
11時▽入札期間　１月30日午後１時～２月６日午後１時
▽公売方法　一般競争入札（期間入札）▽公売物件　清原
台３丁目253番地22の土地（宅地・地積330.98平方メー 
トル）および建物（共同住宅・木造スレート葺

ぶ き

２階建・
床面積208.68平方メートル）▽その他　公売参加申込や
公売保証金の納付などについて、詳しくは、１月10日午
後１時ごろから掲載する市 およびヤフー https://
koubai.auctions.yahoo.co.jp/をご覧ください。
問納税課☎（632）2200

本
文
中
に
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
対
象=

ど
な
た
で
も
、
費
用=

無
料
、
申
込=

不
要
（
定
員
の
記
載
が
あ
り
申
込
の
記
載
が
な
い
も
の
も
、
当
日
、
直
接
会
場
へ
）。

=

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

=

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、

=

地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
、

=

出
張
所
、

=

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

=

う
つ
の
み
や
表
参
道
ス
ク
エ
ア
、

=

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

=

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

HP

区

出

涯

参

コ

活
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だ
さ
い
。

問
都
市
計
画
課
☎（
632
）２
６
４ 

２
う
つ
の
み
や
市
民
カ
ー
ド
・

印
鑑
登
録
証
の
引
き
替
え
は

お
済
み
で
す
か

　
旧
印
鑑
登
録
証
（
カ
ー
ド
）

を
お
持
ち
の
人
は
、
印
鑑
登
録

証
明
書
を
取
る
前
に
、
新
し
い

カ
ー
ド
（
ピ
ン
ク
色
で
さ
つ
き

の
花
柄
付
き
）
へ
の
引
き
替
え

が
必
要
で
す
。

▽
引
き
替
え
が
必
要
な
カ
ー
ド

白
と
青
刷
り
の
印
鑑
登
録
証
、

旧
上
河
内
町
・
河
内
町
の
印
鑑

登
録
証
お
よ
び
町
民
カ
ー
ド
。

▽
手
数
料　

無
料
。
た
だ
し
、

カ
ー
ド
ま
た
は
印
鑑
を
な
く
し

た
場
合
は
、
印
鑑
登
録
料
300
円

が
必
要
。

▽
手
続
き　
本
人
が
、
該
当
す

る
カ
ー
ド
・
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
お
持

ち
の
上
、
直
接
、
市
民
課
（
市

役
所
１
階
）
ま
た
は
、
各
・

へ
。
な
お
、
代
理
人
が
手
続

き
す
る
場
合
は
代
理
人
選
任
届

と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が

必
要
で
す
。

問
市
民
課
☎（
632
）２
２
７
１

毎
月
第
２
土
曜
日
は

う
ん
め
～
べ
朝
市

▽
日
時　

１
月
13
日（
土
）午
前

９
時
～
正
午
。

▽
会
場　
中
央
卸
売
市
場
（
簗

瀬
町
）。

▽
内
容　
水
産
物
や
水
産
加
工

品
、
菓
子
・
乾
物
な
ど
の
関
連

商
品
、
野
菜
や
果
物
の
販
売
。

お
楽
し
み
抽
選
会
。

▽
そ
の
他　
青
果
棟
は
解
放
し

ま
せ
ん
。
駐
車
場
に
限
り
が
あ

る
た
め
、
来
場
の
際
は
相
乗
り

な
ど
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
休
市
日
（
１
月
４
日 

ま
で
・
７
・
８
・
14
・
17
・
21 

・
24
・
28
・
31
日
）
を
除
く
午

前
10
時
～
午
後
３
時
（
営
業
は

午
前
中
心
）
に
関
連
棟
を
開
放

し
て
い
ま
す
。

問
中
央
卸
売
市
場
☎（
637
）６
０ 

４
１
、
関
連
卸
商
協
同
組
合
☎

（
637
）６
８
１
１

ま
ち
ぴ
あ（
元
今
泉
５
丁
目
）

を
休
館
し
ま
す

　
屋
外
電
気
設
備
工
事
に
伴
い

全
館
停
電
に
な
る
た
め
、
休
館

し
ま
す
。

▽
期
間　
１
月
15
～
17
日
。

問
ま
ち
ぴ
あ
☎（
661
）２
７
７
８
、 

み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
☎

（
632
）２
２
８
８

◎パブリックコメントの問い合わせ先　1〒320‐8540市役所みんなでまちづくり課☎（632）2287、
（632）3268、 u2207@city.utsunomiya.tochigi.jp2〒320‐8540市役所男女共同参画課☎（632）
2346、 （632）2347、 u1810@city.utsunomiya.tochigi.jp3〒320‐8540市役所高齢福祉課☎
（632）2904、 （632）3040、 u1903@city.utsunomiya.tochigi.jp4〒320‐8540市役所障がい福祉
課☎（632）2673、 （636）0398、 u1904@city.utsunomiya.tochigi.jp

パブリックコメントによる意見を募集
　市では、皆さんの意見を計画に反映するため、素案を公表
し、意見を募集します。
1第３次市民協働推進計画　市民の皆さんとともに協働の
取り組みを広め、市民が主役のまちづくりを推進するため、

「第３次市民協働推進計画」の策定を進めています。
▽公表・意見募集期間　１月 12 日～２月９日。
2第４次市男女共同参画行動計画　男女が互いに人権を尊
重しつつ、喜びも責任も分かち合い、その個性と能力を発
揮することができる男女共同参画社会の実現を目指して、
男女共同参画に関する施策を総合的かつ一体的に取り組む
ため、「第４次市男女共同参画行動計画」の策定を進めてい
ます。
▽公表・意見募集期間　１月 26 日まで。
3第８次市高齢者保健福祉計画・第７期市介護保険事業計
画 高齢者が住み慣れた地域で健康で生きがいを持ち、い
きいきと暮らせる社会の実現に向け、高齢者の健康づくり
や、介護サービス提供基盤の整備など必要となる施策・事
業を推進するため、「第８次市高齢者保健福祉計画・第７期
市介護保険事業計画」の策定を進めています。
▽公表・意見募集期間　１月５～ 28 日。
4第５次市障がい者福祉プラン・第５期市障がい福祉サー
ビス計画・第１期市障がい児福祉サービス計画　近年の社
会状況や法施行などを踏まえ、障がい者が本市で安心して、
生涯に渡り自分らしく生き生きと自立して充実した生活を
送ることができるよう、第５次プランの策定を進めていま
す。また、障がい児者の身近な地域で暮らしを支援する障
がい福祉サービス、相談支援および地域生活支援事業など
の提供体制を確保するため、新たに第５期サービス計画・
第１期障がい児福祉サービス計画についても併せて策定を
進めています。
▽公表・意見提出期間　１月 28 日まで。
5第２次市歯科口腔保健基本計画　市民の皆さんの歯と口
腔の健康づくりをより一層推進していくため、「第２次市歯
科口腔保健基本計画」の策定を進めています。
▽公表・意見提出期間　１月４～ 31 日。
6うつのみや産業振興ビジョン　社会経済状況の変化に的
確に対応し、次の 10 年を見据えた産業振興を図るため、「う
つのみや産業振興ビジョン」の改定を進めています。
▽公表・意見提出期間　１月９日～２月５日。
7第２次市観光振興プラン　本市のさらなる観光振興を図
るため、第２次市観光振興プランの策定を進めています。
▽公表・意見提出期間　１月 15 日～２月９日。
8市街化調整区域の整備及び保全の方針　市街化調整区域
における将来の土地利用の方向性と本市の実情に応じた都
市計画制度の運用方針を定めた「市街化調整区域の整備及
び保全の方針」の改定を進めています。
▽公表・意見提出期間　１月９日～２月９日。
■公表方法　各意見提出先、行政情報センター（市役所１
階）、市 、各 ・ ・ ・ で閲覧できます。
■意見提出方法　直接または送付・ファクス・Eメール
（意見・住所・氏名・電話番号・年齢を明記）で、各問い
合わせ先（26・27ページ欄外参照）へ。

暮
ら
し
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あ
な
た
の
声
を
市
政
に

ま
ち
づ
く
り
懇
談
会

▽
日
時　

２
月
１
日（
木
）午
後

６
時
30
分
～
。

▽
会
場　

東
（
東
塙
田
１
丁

目
）。

▽
内
容　
市
の
ま
ち
づ
く
り
な

ど
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん

と
市
長
が
地
域
の
課
題
を
中
心

に
意
見
交
換
を
行
う
。

▽
そ
の
他　

２
歳
以
上
の
未
就

学
児
の
託
児
を
希
望
す
る
人
は
、 

開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
、

電
話
で
、広
報
広
聴
課
☎（
632
） 

２
０
２
５
へ
。

ま
ち
な
か
の
開
発
に

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣

　
本
市
の
中
心
市
街
地
で
は
、

老
朽
建
物
の
建
て
替
え
や
、
狭

小
で
利
用
し
に
く
い
低
・
未
利

用
地
の
改
善
・
解
消
に
向
け
、

土
地
や
建
物
の
有
効
活
用
を
検

討
す
る
皆
さ
ん
を
支
援
す
る
た

め
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣
し

て
い
ま
す
。

▽
内
容　
土
地
や
建
物
の
共
同

化
や
有
効
活
用
に
関
す
る
助

言
、
勉
強
会
・
講
演
会
の
講
師

の
派
遣
な
ど
。

▽
対
象　
中
心
市
街
地
に
お
い

て
土
地
ま
た
は
建
物
を
所
有
す

る
２
人
以
上
の
権
利
者
の
グ
ル

ー
プ
。

▽
そ
の
他　
中
心
市
街
地
の
範

囲
や
申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
、
市
を
ご
覧
に
な
る

か
、
市
街
地
整
備
課
☎（
632
）２

５
７
０
へ
。

ま
ち
ぴ
あ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
講
座

Ｎ
Ｐ
Ｏ
向
け

助
成
金
説
明
会

▽
日
時　
1
月
29
日（
月
）午
後

6
時
30
分
～
8
時
。

▽
会
場　
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ

ー
ま
ち
ぴ
あ（
元
今
泉
５
丁
目
）。

▽
内
容　
市
内
の
市
民
活
動
団

体
が
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
市
市
民
活
動
助
成
事
業
に

つ
い
て
の
説
明
会
と
、
実
際
に

交
付
を
受
け
た
団
体
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
と
活
動
紹
介
。
来
年

度
に
活
用
で
き
る
助
成
金
情
報

の
提
供
。

▽
定
員　
先
着
20
人
程
度
。

▽
申
込　

１
月
10
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話・Ｅ
メ
ー
ル（
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明

記
）
で
、
ま
ち
ぴ
あ
（
元
今
泉

５
丁
目
）
☎（
661
）２
７
７
８
、

info@u-machipia.org

へ
。

◎秋・冬部門　宇都宮観光フォトコンテスト　▽テーマ　風景、名所旧跡、イベントなどを題材に、宇都
宮の四季を表現したもの▽応募規定　４つ切りサイズのカラープリント（デジタル写真可、インクジェッ
ト不可）。平成 29 年１月１日以降に市内で本人が撮影した未発表の作品に限る▽その他　申込方法など、
詳しくは、観光交流課（市役所 7 階）、宇都宮観光コンンベンション協会（中央 3 丁目）に置いてある応
募票をご覧ください。問宇都宮観光コンベンション協会☎（632）2445

こんな詐欺に気を付けよう
■架空請求詐欺のはがきに
注意　「総合消費料金に関
する訴訟最終告知」や「総
合消費料金未納分訴訟最終
通知書」などといった、身
に覚えのないはがきが送り
つけられたという相談が急
増しています。はがきには、

「訴訟」や「裁判」、「連絡
がない場合は法的手続きを
とる」などといった不安を
あおる文言が並び、本人からの連絡を催促されます。
裁判所からの通知は、原則、「特別送達」として送ら
れてくるので、はがきで裁判の連絡がくることはあり
ません。
■ワンクリック請求詐欺に注意
スマートフォンやパソコンで、「無
料」と表示されていたにもかかわ
らず、サイトを開くと突然、高額
な利用料金や登録料を請求する画
面が表示される、という相談が多
く寄せられています。画面ととも
に、中には警告音やシャッター音
が流れるものもあります。「個人
を特定した」「個体識別番号を確
認した」などと表示され、登録の
覚えがないのに、退会したい場合は本日中にＵＲＬや
連絡先への問い合わせをするよう誘導されます。申し
込み完了前に確認・訂正ができる画面がない場合、契
約は成立しないため、お金を払う必要はありません。
■詐欺被害に遭わないために　犯人の目的ははがきや
登録画面に記載されている連絡先に連絡をさせること
です。一度連絡をしてしまうと、個人情報を聞き出さ
れたり、金銭を要求されたりすることになり、さらに、
金銭を支払ってしまうと、「リスト」に載ってしまい、
手口を変えて再びさまざまな詐欺に遭う可能性があり
ます。身に覚えのない請求や、利用したことのない登
録料については、決してお金を支払わないこと、むや
みに相手と連絡を取らないことが重要です。不安なこ
とがあれば、お気軽に消費生活センターまでご相談く
ださい。
▽相談専用番号　消費生活センター☎（616）1547
問消費生活センター☎（616）1561

総合消費料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ

この度、ご通知致しましたのは………管理番号
（○）○○○ 裁判取り下げ最終期日を経て
訴訟を開始させていただきます………。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては
………職員までお問い合わせください。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー
保護のため、ご本人様からご連絡いただきます
よう………。

※取り下げ最終期日　………
法務省管轄支局　…………
お問合せ窓口　…………
受 付 時 間　…………

登録完了

あなたの個体識別番号
ID：Qwerty…

登録料　99,999円

↓↓退会はこちら↓↓
http…　　　　　　

心当たりのない人は下記へ
連絡してください

090 －××××…

お
知
ら
せ

▲架空請求はがきの例

▲ワンクリック請求画面の例

本
文
中
に
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
対
象=

ど
な
た
で
も
、
費
用=

無
料
、
申
込=

不
要
（
定
員
の
記
載
が
あ
り
申
込
の
記
載
が
な
い
も
の
も
、
当
日
、
直
接
会
場
へ
）。

=

ホ
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Ｅ
メ
ー
ル
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地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
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出
張
所
、
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生
涯
学
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セ
ン
タ
ー
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う
つ
の
み
や
表
参
道
ス
ク
エ
ア
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=

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

=

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
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